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ン
シ
ッ
プ
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得
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経
緯

２　

パ
リ
テ
を
導
入
し
た
国
内
要
因

３　

フ
ラ
ン
ス
の
政
治
状
況

４　

Ｅ
Ｕ
の
男
女
平
等
政
策
と
加
盟
国
へ
の
影
響

お
わ
り
に

は
じ
め
に

　

一
九
九
九
年
に
フ
ラ
ン
ス
で
は
「
男
女
平
等
に
関
す
る
一
九
九
九
年
七
月
八
日
憲
法
的
法
律
」（（
（

が
制
定
さ
れ
、
憲
法
改
正
が
行
わ

れ
た
。
こ
れ
を
受
け
て
二
〇
〇
〇
年
に
選
挙
法
を
改
正
し
、「
選
挙
に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
る
議
員
職
お
よ
び
公
職
へ
の
男
女
平
等
な
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ア
ク
セ
ス
を
促
進
す
る
二
〇
〇
〇
年
六
月
六
日
法
」（2
（

を
制
定
し
た
。
こ
の
通
称
「
パ
リ
テ
」
法
は
、
議
員
数
を
男
女
同
数
、
つ
ま
り

五
〇
対
五
〇
に
す
る
と
い
う
考
え
で
あ
る
。
こ
う
し
た
法
制
度
の
改
正
が
行
わ
れ
た
背
景
に
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
議
会
に
お
け
る
女
性

議
員
の
少
な
さ
の
問
題
が
あ
る
。

　

世
界
一
六
六
か
国
の
国
会
議
員
か
ら
構
成
さ
れ
る
「
列
国
議
会
同
盟
」（
Ｉ
Ｐ
Ｕ
（
の
調
査
結
果
に
よ
れ
ば
、
国
会
議
員
に
占
め

る
女
性
議
員
比
率
は
平
均
二
二
％
台
で
あ
る
が
、
地
域
別
に
み
る
と
北
欧
諸
国
で
は
四
一
％
、
ま
た
国
別
に
み
る
と
一
位
が
ル
ワ
ン

ダ
で
六
三
・
八
％
、
二
位
が
ボ
リ
ヴ
ィ
ア
で
五
三
・
一
％
、
三
位
が
キ
ュ
ー
バ
で
四
八
・
九
％
と
、
過
半
数
を
超
え
る
国
も
あ
る（3
（

。

こ
の
よ
う
に
、
女
性
議
員
が
途
上
国
で
多
く
誕
生
し
て
い
る
背
景
と
し
て
、
ク
ォ
ー
タ
制
の
導
入
が
挙
げ
ら
れ
る
。
最
も
女
性
議
員

比
率
の
高
い
ル
ワ
ン
ダ
も
憲
法
に
「
女
性
議
員
を
三
〇
％
以
上
と
す
る
」
と
定
め
て
い
る
。
ク
ォ
ー
タ
制
は
そ
れ
ぞ
れ
の
国
で
男
女

に
差
が
出
な
い
よ
う
に
あ
ら
か
じ
め
議
席
比
を
決
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、「
女
性
議
員
増
加
の
た
め
の
唯
一
の
対
策
」（
Ｉ
Ｐ
Ｕ
（
な

の
で
あ
る（（
（

。

　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
で
も
北
欧
を
中
心
に
ク
ォ
ー
タ
制
が
、
政
治
的
分
野
へ
女
性
の
進
出
を
促
す
た
め
の
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
・
ア
ク
シ
ョ

ン
（
積
極
的
差
別
是
正
措
置
（
の
一
種
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
考
え
方
は
次
の
三
つ
に
分
類
で
き
る（（
（

。
一
つ
は
「
憲
法
改

正
（
お
よ
び
法
律
（
に
よ
る
強
制
」
で
あ
り
、
こ
れ
に
は
パ
リ
テ
す
な
わ
ち
男
女
同
数
制
を
導
入
し
た
フ
ラ
ン
ス
が
あ
て
は
ま
る
。

二
つ
め
は
「
法
律
に
よ
る
強
制
」
で
、
国
会
議
員
選
挙
の
政
党
候
補
者
名
簿
に
「
三
三
％
ク
ォ
ー
タ
制
」
を
導
入
し
た
ベ
ル
ギ
ー
の

例
が
あ
て
は
ま
る
。
三
つ
め
は
「
政
党
に
よ
る
自
発
的
な
規
制
」
で
、
北
欧
諸
国
の
ほ
か
、
ド
イ
ツ
の
社
民
党
に
よ
る
「
三
三
％

ク
ォ
ー
タ
制
」
や
緑
の
党
の
男
女
交
互
名
簿
方
式
に
よ
る
「
五
〇
％
ク
ォ
ー
タ
制
」、
イ
ギ
リ
ス
の
労
働
党
が
小
選
挙
区
制
な
が
ら

女
性
単
独
候
補
者
制
や
ツ
イ
ン
方
式
を
導
入
し
て
い
る
例
が
あ
て
は
ま
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
ク
ォ
ー
タ
制
を
導
入
す
る
た
め
に
フ
ラ
ン
ス
の
よ
う
に
憲
法
を
改
正
す
る
国
は
珍
し
く
、
法
制
化
や
政
党
に
よ
る

自
発
的
規
制
の
方
が
Ｅ
Ｕ
諸
国
で
は
多
く
み
ら
れ
る
。
そ
の
結
果
、
ク
ォ
ー
タ
制
を
採
用
し
て
い
る
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
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ド
、
デ
ン
マ
ー
ク
、
ベ
ル
ギ
ー
、
ド
イ
ツ
で
は
女
性
議
員
比
率
が
三
割
以
上
、
イ
ギ
リ
ス
で
も
三
割
弱
と
な
っ
て
い
る
。
な
お
、

ク
ォ
ー
タ
は
三
割
以
上
で
な
い
と
少
数
者
の
意
見
が
だ
し
づ
ら
い
雰
囲
気
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
、
そ
の
意
味
で
は
好
ま
し
い
状
況

と
な
っ
て
い
る
。
他
方
、
フ
ラ
ン
ス
は
、
憲
法
を
改
正
し
、
男
女
同
数
と
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
実
際
に
は
パ
リ
テ
導
入
後
も
女

性
議
員
は
二
六
・
二
％
で
あ
る
（
二
〇
一
五
年
八
月
時
点
、
表
１
参
照
（。
こ
れ
は
Ｅ
Ｕ
加
盟
国
の
な
か
で
真
ん
中
に
位
置
し
て
い
る
。

も
ち
ろ
ん
、
パ
リ
テ
法
以
前
の
一
九
九
七
年
時
点
で
女
性
議
員
比
率
が
一
〇
・
九
％
で
、
Ｅ
Ｕ
諸
国
で
は
最
下
位
の
ギ
リ
シ
ャ
に
次

ぐ
記
録
で
あ
っ
た
こ
と
と
比
べ
れ
ば
改
善
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
男
女
同
数
に
は
程
遠
い
。
し
か
も
憲
法
改
正
と
い
う
、
ク
ォ
ー
タ

制
の
上
記
三
類
型
の
な
か
で
最
も
強
い
パ
リ
テ
（
五
〇
対
五
〇
（
を
導
入
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
が
実
行
で
き
て
い
な
い
。

　

本
稿
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
で
男
女
同
数
制
が
導
入
さ
れ
た
背
景
に
つ
い
て
、
国
内
状
況
と
Ｅ
Ｕ
の
影
響
と
い
う
二
つ
の
要
因
か
ら
探

る
。
こ
の
パ
リ
テ
法
制
定
を
め
ぐ
る
フ
ラ
ン
ス
国
内
の
政
治
動
向
や
議
論
の
整
理
は
す
で
に
多
く
の
先
行
研
究
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て

い
る（6
（

。
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
視
点
に
立
つ
と
、
フ
ラ
ン
ス
特
有
の
共
和
主
義
に
基
づ
き
、
政
治
を
含
む
公
的
領
域

に
女
性
が
敬
遠
さ
れ
て
き
た
た
め（（
（

、
女
性
の
参
政
権
付
与
の
遅
れ
や
、
議
会
に
お
け
る
女
性
の
少
な
さ
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
政

治
的
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
が
遅
れ
て
き
た
と
い
え
る
。
し
か
し
、
そ
れ
を
解
消
す
る
た
め
と
は
い
え
、
ク
ォ
ー
タ
制
が
主
流
の
Ｅ
Ｕ

諸
国
に
あ
っ
て
、
フ
ラ
ン
ス
だ
け
が
憲
法
改
正
を
し
て
「
パ
リ
テ
」
と
い
う
、
よ
り
野
心
的
な
方
策
を
と
っ
た
の
は
な
ぜ
な
の
か
。

そ
の
背
景
と
し
て
、
共
和
主
義
的
考
え
が
ク
ォ
ー
タ
制
と
相
容
れ
な
い
た
め
に
、
そ
れ
に
代
わ
っ
て
パ
リ
テ
と
い
う
発
想
を
用
い
た

の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
の
が
第
一
の
課
題
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
国
内
事
情
か
ら
女
性
議
員
を
増
や
す
こ
と
が
困
難
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
男
女
平
等
を
取
り
入
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
背
景
に
は
、
Ｅ
Ｕ
の
影
響
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
視
点
か
ら
考
察
す
る
。
鈴
木 

（
二
〇
〇
七
（
に
よ
れ

ば
、
Ｅ
Ｕ
の
マ
ー
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
施
行
後
、
加
盟
国
で
は
政
治
統
合
が
進
み
、
国
民
主
権
に
関
わ
る
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
、
と
り

わ
け
外
国
人
の
参
政
権
の
付
与
に
つ
い
て
も
Ｅ
Ｕ
指
令
に
よ
っ
て
国
内
法
が
変
更
さ
れ
た（8
（

。
同
じ
時
期
に
行
わ
れ
た
パ
リ
テ
導
入
に
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表１　EU諸国の議会における女性議員の割合と順位

EU 内の
順位（20（（ 年）

世界の
順位（20（（ 年）

国名
下院ないし一院制　 　
における女性比率［％］
20（（ 年 20（（ 年

（ （ スウェーデン （3.6 （（.0
2 9 フィンランド （（.（ （2.（
3 （（ スペイン （（.（ 36.6
（ （3 ベルギー 39.3 39.3
（ （6 デンマーク 3（.（ 38.0
6 （（ オランダ 3（.3 39.3
（ （9 スロヴェニア 36.（ （（.（
8 20 ドイツ 36.（ 32.8
9 32 ポルトガル 3（.3 26.（

（0 3（ イタリア 3（.0 2（.3
（（ 3（ オーストリア 30.6 2（.9
（2 38 イギリス 29.（ 22.0
（3 （0 ルクセンブルク 28.3 20.0
（（ （6 フランス 26.2 （8.9
（（ （（ クロアチア 2（.8 23.（
（6 （（ ポーランド 2（.（ 20.0
（（ （6 エストニア 23.8 （9.8
（8 （8 リトアニア 23.（ （9.（
（9 60 ギリシャ 23.0 （（.3
20 （0 ブルガリア 20.（ 20.8
2（ （2 チェコ 20.0 22.0
22 （（ スロヴァキア （8.（ （6.0
23 80 ラトヴィア （8.0 20.0
2（ 88 アイルランド （6.3 （（.（
2（ 9（ ルーマニア （3.（ （（.（
26 （02 マルタ （2.9 8.（
2（ （0（ キプロス （2.（ （0.（
28 （（（ ハンガリー （0.（ 9.（

（出典） 列国議会同盟［www.ipu.org］（20（（年8月（日時点）より、下院ないし一院制
の女性議員比率を、EU28 加盟国を抽出して高い順に並べ替え、20（（年8月
のデータと比較した。イタリック表示は200（年以降の EU 加盟国である。

30％の
ライン
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関
わ
る
政
策
判
断
に
も
、
Ｅ
Ｕ
の
影
響
が
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
、
と
く
に
Ｅ
Ｕ
の
男
女
平
等
政
策
の
フ
ラ
ン
ス
へ
の
影
響
に
つ
い
て

明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
本
稿
の
第
二
の
課
題
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
の
パ
リ
テ
に
つ
い
て
Ｅ
Ｕ
の
影
響
と
い
う
視
点
で
直
接
論
じ
た
も

の
は
管
見
の
か
ぎ
り
な
い
。
し
か
し
、
ベ
ー
ニ
ン
グ
と
パ
ス
キ
ュ
ア
ル
（
二
〇
〇
三
（
に
よ
れ
ば
、
Ｅ
Ｕ
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
主
流
化
の

影
響
が
フ
ラ
ン
ス
や
他
の
Ｅ
Ｕ
加
盟
国
の
雇
用
行
動
計
画
に
み
ら
れ
た
こ
と
や（9
（

、
中
田
（
二
〇
一
一
（
に
よ
れ
ば
、
Ｅ
Ｕ
加
盟
候
補

国
で
は
Ｅ
Ｕ
の
男
女
平
等
政
策
が
強
い
外
的
強
制
力
を
伴
っ
て
国
内
法
に
影
響
し
た
こ
と
が（（（
（

、
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
議
論

を
も
と
に
、
フ
ラ
ン
ス
の
パ
リ
テ
導
入
へ
の
Ｅ
Ｕ
の
影
響
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
試
み
る
。

　

以
上
を
も
と
に
、
本
稿
で
は
、
パ
リ
テ
法
に
よ
っ
て
前
進
し
た
フ
ラ
ン
ス
の
政
治
的
領
域
へ
の
女
性
の
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
の
拡

大
に
は
、
Ｅ
Ｕ
の
男
女
平
等
政
策
の
影
響
が
み
ら
れ
た
こ
と
を
論
じ
て
い
き
た
い
。
そ
こ
で
、
は
じ
め
に
、
フ
ラ
ン
ス
女
性
の
シ

テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
獲
得
の
経
緯
に
つ
い
て
示
し
た
後
、
パ
リ
テ
の
論
議
に
よ
る
国
内
解
釈
の
変
更
を
見
て
い
く
。
次
に
、
パ
リ
テ
へ

の
変
化
は
国
内
の
要
因
だ
け
で
な
く
、
Ｅ
Ｕ
の
影
響
が
あ
っ
た
こ
と
を
述
べ
て
い
き
た
い
。

１　

フ
ラ
ン
ス
女
性
の
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
獲
得
の
経
緯

　

シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
と
は
、
あ
る
共
同
社
会
の
完
全
な
成
員
で
あ
る
人
々
に
与
え
ら
れ
た
地
位
身
分
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
地
位

身
分
を
も
つ
人
々
は
、
そ
の
地
位
身
分
に
付
与
さ
れ
た
権
利
と
義
務
に
お
い
て
平
等
で
あ
る
。
マ
ー
シ
ャ
ル
は
、
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ

プ
を
公
民
的
要
素
、
政
治
的
要
素
、
社
会
的
要
素
の
三
つ
に
分
け
、
そ
の
歴
史
的
発
展
に
つ
い
て
分
類
し
た（（（
（

。
彼
の
イ
ギ
リ
ス
研
究

に
よ
れ
ば
、
公
民
的
権
利
は
一
八
世
紀
、
政
治
的
権
利
は
一
九
世
紀
、
社
会
的
権
利
は
二
〇
世
紀
に
そ
れ
ぞ
れ
発
展
し
て
き
た
。
し

か
し
こ
の
モ
デ
ル
に
は
批
判
が
あ
り
、
例
え
ば
女
性
が
排
除
さ
れ
て
い
る
と
い
う
の
も
一
例
で
あ
る（（（
（

。

　

た
し
か
に
、
フ
ラ
ン
ス
女
性
へ
の
参
政
権
付
与
は
、
公
民
的
お
よ
び
社
会
的
権
利
よ
り
も
後
に
整
備
さ
れ
た
。
一
七
八
九
年
に
始
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ま
る
フ
ラ
ン
ス
革
命
で
は
、
民
衆
が
封
建
的
な
社
会
・
政
治
構
造
を
覆
し
、「
人
間
お
よ
び
市
民
の
権
利
宣
言
」（D

éclaration des 

droits de lʼhom
m

e et du citoyen

（、
い
わ
ゆ
る
「
人
権
宣
言
」
に
よ
っ
て
、
人
種
、
宗
教
、
出
自
の
違
い
な
く
、
み
な
平
等
な
個

人
と
し
て
の
地
位
を
獲
得
し
た
。
女
性
も
積
極
的
に
革
命
に
参
加
し
た
こ
と
で
公
民
的
権
利
を
獲
得
し
た
の
だ
が
、
一
七
九
一
年
憲

法
に
定
め
ら
れ
た
参
政
権
は
男
性
に
し
か
付
与
さ
れ
な
か
っ
た
。「
人
権
宣
言
」
に
対
し
て
、
オ
ラ
ン
プ
・
ド
・
グ
ー
ジ
ュ
は
、
女

性
参
政
権
を
含
ん
だ
「
女
性
お
よ
び
市
民
の
権
利
宣
言
」（D

éclaration des droits de la fem
m

e et de la citoyenne

（
を
一
七
九

一
年
に
発
表
し
、
人
（hom

m
e

（
が
男
性
（hom

m
e

（
と
い
う
意
味
で
あ
る
と
抗
議
し
た
。「
死
刑
台
に
の
ぼ
る
権
利
が
女
性
に
あ

る
の
な
ら
ば
、
同
じ
く
演
壇
に
の
ぼ
る
権
利
が
あ
る
」
と
主
張
し
た
彼
女
は
、
ギ
ロ
チ
ン
に
よ
っ
て
処
刑
さ
れ
た
が
、
参
政
権
は
与

え
ら
れ
な
い
ま
ま
だ
っ
た（（（
（

。

　

そ
の
後
、
一
八
〇
三
年
に
納
税
額
に
基
づ
い
た
選
挙
権
が
男
子
に
対
し
て
導
入
さ
れ
た
が
、
女
性
に
つ
い
て
は
相
変
わ
ら
ず
認
め

ら
れ
ず
、
さ
ら
に
一
八
〇
四
年
の
民
法
典
制
定
に
よ
っ
て
個
人
と
し
て
の
地
位
も
失
っ
た（（（
（

。
ナ
ポ
レ
オ
ン
時
代
に
は
革
命
前
の
状
態

に
戻
り
、
そ
れ
を
民
法
典
が
慣
例
と
し
て
認
め
た
た
め
、
女
性
の
権
利
は
大
き
く
後
退
・
縮
小
し
た
。
民
法
典
で
は
、
妻
は
夫
に
依

存
し
夫
に
従
わ
な
く
て
は
な
ら
ず
、
女
性
は
法
律
上
無
能
と
さ
れ
た
。
そ
の
理
由
は
、
第
一
に
家
族
の
団
結
を
維
持
す
る
た
め
に
弱

い
存
在
で
あ
る
女
性
を
保
護
す
る
た
め
で
あ
り
、
第
二
に
夫
が
妻
の
私
生
活
と
職
業
生
活
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
た
か
ら
で
あ
る（（（
（

。

　

こ
う
し
た
状
況
に
変
化
が
み
ら
れ
る
の
は
一
九
世
紀
終
わ
り
頃
で
あ
る
。
一
八
八
一
年
に
妻
に
銀
行
の
預
金
や
引
き
出
し
、
一
八

八
六
年
に
は
女
性
一
般
に
預
金
が
認
め
ら
れ
、
一
八
九
三
年
に
は
別
居
し
た
妻
に
訴
訟
上
の
す
べ
て
の
行
為
能
力
が
認
め
ら
れ
、
さ

ら
に
一
九
〇
七
年
に
は
妻
が
自
分
の
職
業
を
も
つ
こ
と
が
よ
う
や
く
認
め
ら
れ
た（（（
（

。
社
会
的
権
利
の
う
ち
、
教
育
に
つ
い
て
は
、
一

八
五
〇
年
の
フ
ァ
ル
ー
法
に
よ
っ
て
教
育
の
自
由
が
確
立
さ
れ
、
人
口
八
〇
〇
人
以
上
の
市
町
村
に
女
子
の
た
め
の
小
学
校
を
開
設

す
る
義
務
が
課
せ
ら
れ
た
し
、
一
八
七
七
年
カ
ミ
ー
ユ
・
セ
ー
法
に
よ
り
、
女
子
教
育
の
た
め
の
施
設
が
国
、
県
、
市
町
村
に
よ
っ

て
建
設
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た（（（
（

。
さ
ら
に
、
一
八
八
一
︲
八
三
年
に
は
公
教
育
制
度
が
整
備
さ
れ
、
す
べ
て
の
子
ど
も
の
初
等
教
育
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が
義
務
・
無
償
と
な
っ
た
。
ま
た
、
第
三
共
和
制
お
よ
び
ヴ
ィ
シ
ー
政
権
下
、
人
口
増
加
政
策
と
の
関
連
か
ら
、
出
産
奨
励
策
お
よ

び
女
性
の
社
会
的
保
護
が
充
実
し
て
い
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
女
性
の
公
民
的
権
利
、
社
会
的
権
利
が
徐
々
に
認
め
ら
れ
て
い
く
な
か
で
、
残
さ
れ
て
い
た
政
治
的
権
利
で
あ
る
参

政
権
が
認
め
ら
れ
た
の
は
、
一
八
四
八
年
の
男
子
普
選
実
施
か
ら
一
〇
〇
年
後
の
一
九
四
四
年
四
月
二
一
日
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
に

よ
っ
て
で
あ
る
。
参
政
権
付
与
の
要
因
と
し
て
は
、
戦
時
中
の
レ
ジ
ス
タ
ン
ス
運
動
へ
の
女
性
の
参
加
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る（（（
（

。
そ
し

て
、
一
九
四
六
年
の
第
四
共
和
制
憲
法
前
文
（
第
三
項
（
に
「
法
律
は
、
女
性
に
対
し
て
、
す
べ
て
の
領
域
に
お
い
て
、
男
性
と
等

し
い
諸
権
利
を
保
障
す
る
」
と
明
記
さ
れ
た
男
女
平
等
の
原
則
は
、
一
九
五
八
年
に
制
定
さ
れ
た
第
五
共
和
制
憲
法
に
も
受
け
継
が

れ
、
現
在
に
至
っ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
フ
ラ
ン
ス
の
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
運
動
は
主
に
性
的
タ
ブ
ー
と
社
会
的
タ
ブ
ー
に
対
す
る
闘
い
と
い
う
私
的
領
域
で
表

れ
（
（（
（

、
女
性
の
社
会
的
権
利
や
社
会
的
保
護
を
求
め
て
盛
ん
だ
っ
た
。
例
え
ば
、
長
い
間
重
大
な
違
法
行
為
と
し
て
処
罰
さ
れ
て
い
た

妊
娠
中
絶
は
、
一
九
七
九
年
の
中
絶
法
制
定
に
よ
っ
て
妊
娠
一
〇
週
目
の
終
了
ま
で
に
任
意
の
中
絶
の
医
療
行
為
が
認
め
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
。
そ
の
反
面
、
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
運
動
は
政
治
と
の
関
係
が
希
薄
で
あ
っ
た
た
め
参
政
権
運
動
は
弱
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、

第
二
次
世
界
大
戦
後
、
女
性
に
参
政
権
は
与
え
ら
れ
た
も
の
の
、
議
会
に
お
け
る
女
性
の
過
少
代
表
性
が
続
い
て
い
る（（（
（

。
中
絶
法
が

制
定
さ
れ
た
一
九
七
九
年
、
国
民
議
会
で
は
四
九
一
名
の
議
員
中
、
女
性
は
一
八
名
、
わ
ず
か
三
・
二
％
に
す
ぎ
な
か
っ
た（（（
（

。
こ
の

よ
う
に
女
性
が
議
員
に
選
ば
れ
る
こ
と
は
あ
ま
り
な
か
っ
た
。



396

法学研究 89 巻 2 号（20（6：2）

２　

パ
リ
テ
を
導
入
し
た
国
内
要
因

　

A　

ク
ォ
ー
タ
制
の
受
け
止
め
方

　

議
会
に
お
け
る
女
性
の
過
少
代
表
状
況
を
改
善
す
る
た
め
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
一
九
八
二
年
に
社
会
党
の
ジ
ゼ
ル
・
ア
リ
ミ
国
会
議

員
が
、
人
口
三
五
〇
〇
人
以
上
の
市
町
村
議
会
選
挙
で
は
、
一
方
の
性
の
候
補
者
を
必
ず
三
〇
％
含
む
と
い
う
ク
ォ
ー
タ
制
を
提
案

し
た
。
こ
の
法
案
は
国
民
議
会
で
採
択
さ
れ
た
の
だ
が
、
反
対
す
る
議
員
に
よ
っ
て
憲
法
院
に
付
託
さ
れ
、
そ
の
結
果
、
ク
ォ
ー
タ

制
条
項
を
違
憲
と
す
る
判
断
が
下
さ
れ
た（（（
（

。
こ
の
法
案
が
、
選
挙
人
名
簿
を
作
成
す
る
た
め
に
性
を
理
由
と
し
て
候
補
者
間
の
区
別

を
含
ん
だ
点
が
、
憲
法
に
反
す
る
と
判
断
さ
れ
た
。
つ
ま
り
、
主
権
者
た
る
市
民
の
資
格
に
つ
い
て
性
別
を
理
由
に
区
別
す
る
こ
と

は
、
国
民
主
権
の
不
可
分
性
に
反
し
て
許
さ
れ
な
い
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
こ
の
判
決
が
こ
れ
以
降
ク
ォ
ー
タ
制
や
ア
フ
ァ
ー
マ

テ
ィ
ヴ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
の
導
入
を
阻
止
す
る
根
拠
と
な
っ
て
き
た（（（
（

。

　

と
こ
ろ
が
、
そ
の
後
も
女
性
の
議
員
が
増
え
な
い
こ
と
に
対
す
る
批
判
が
高
ま
っ
た（（（
（

。
全
体
か
ら
女
性
を
区
別
す
る
点
が

「
ク
ォ
ー
タ
」
の
違
憲
理
由
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
人
類
は
男
女
か
ら
成
る
の
だ
か
ら
議
会
も
こ
の
両
者
が
均
等
に
代
表
す
る
こ
と

を
求
め
る
「
パ
リ
テ
」
の
論
調
が
広
ま
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
男
女
同
数
を
義
務
化
す
る
こ
う
し
た
発
想
は
、
革
命
以
来
、
社
会
に
い

き
わ
た
っ
て
い
る
「
市
民
一
人
ひ
と
り
の
自
由
と
平
等
を
重
視
す
る
フ
ラ
ン
ス
固
有
の
メ
ン
タ
リ
テ
ィ
ー
に
、
本
来
あ
ま
り
な
じ
ま

な
い
も
の（（（
（

」
だ
っ
た
た
め
、
世
論
の
反
対
も
あ
っ
た
。
だ
が
、「
フ
ラ
ン
ス
が
パ
リ
テ
導
入
の
た
め
の
憲
法
改
正
に
着
手
し
た
直
接

か
つ
最
大
の
理
由
は
、
人
権
の
母
国
で
あ
り
な
が
ら
、
女
性
の
政
界
進
出
が
他
の
Ｅ
Ｕ
諸
国
に
比
べ
て
著
し
く
遅
れ
て
い
る
と
い
う

事
実
で
あ
っ
た（（（
（

」。

　

こ
う
し
た
議
論
の
末
、
社
会
党
の
ジ
ョ
ス
パ
ン
内
閣
は
、
一
九
九
九
年
七
月
八
日
憲
法
的
法
律
に
よ
っ
て
憲
法
を
改
正
し
た
。
憲

法
第
三
条
に
第
五
項
と
し
て
「
法
律
は
、
選
挙
に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
る
議
員
職
お
よ
び
公
職
へ
の
男
女
平
等
な
ア
ク
セ
ス
を
促
進
す
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る
」、
お
よ
び
第
四
条
に
第
二
項
と
し
て
「
政
党
お
よ
び
政
治
団
体
は
、
法
律
に
定
め
る
条
件
に
従
っ
て
、
第
三
条
最
終
項
（
訳
注
：

第
三
条
第
五
項
の
こ
と
（
に
い
う
原
則
の
実
施
に
貢
献
す
る
」
と
い
う
、
二
つ
の
条
項
を
追
加
し
た
。

　

こ
の
憲
法
改
正
に
は
「
パ
リ
テ
」
と
い
う
用
語
は
盛
り
込
ま
れ
な
か
っ
た
が
、
男
女
平
等
の
精
神
は
強
調
さ
れ
た
。
そ
し
て
具
体

的
な
法
律
と
し
て
、「
議
員
職
お
よ
び
公
職
へ
の
男
女
平
等
な
ア
ク
セ
ス
を
促
進
す
る
こ
と
に
関
す
る
二
〇
〇
〇
年
六
月
六
日
法
」

（
通
称
、
パ
リ
テ
法
（
が
成
立
し
た
。

　

な
お
、
こ
の
法
案
の
合
憲
性
に
つ
い
て
は
、
憲
法
院
は
憲
法
改
正
を
承
認
し
つ
つ
、
パ
リ
テ
の
適
用
を
「
政
治
的
選
挙
の
領
域
」

に
限
定
し
て
い
る
と
判
断
し
た
た
め（（（
（

、
問
題
は
回
避
さ
れ
た
。

　

こ
う
し
て
パ
リ
テ
法
導
入
の
翌
年
、
二
〇
〇
一
年
の
市
町
村
議
会
選
挙
か
ら
パ
リ
テ
法
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
人
口
三

五
〇
〇
人
以
上
の
市
町
村
に
は
パ
リ
テ
が
適
用
さ
れ
、
比
例
名
簿
に
は
男
女
交
互
に
候
補
者
が
並
べ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の

結
果
、
女
性
市
議
の
割
合
は
二
六
％
か
ら
四
七
・
五
％
へ
増
加
し
、
早
く
も
そ
の
効
果
が
現
れ
た（（（
（

。

　　

B　

パ
リ
テ
の
賛
否
と
共
和
主
義
の
考
え
方

　

以
上
の
よ
う
な
背
景
と
手
続
き
に
よ
っ
て
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
Ｅ
Ｕ
諸
国
で
採
用
さ
れ
て
い
る
ク
ォ
ー
タ
制
で
は
な
く
、
パ
リ
テ
と

い
う
特
殊
な
考
え
を
採
用
し
た
。A

chin

とLévêque

（
二
〇
〇
六
（
に
よ
れ
ば
、
そ
こ
に
は
共
和
主
義
の
伝
統
や
男
女
の
関
係
に

対
す
る
フ
ラ
ン
ス
独
特
の
考
え
方
が
あ
る
。

　

一
つ
は
、
参
政
権
は
個
人
の
政
治
的
平
等
の
原
則
に
則
り
、
男
女
の
区
別
を
認
め
な
い
、
と
い
う
フ
ラ
ン
ス
的
普
遍
主
義
が
女
性

参
政
権
付
与
の
主
要
な
障
害
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
議
論
で
あ
る（（（
（

。

　

二
つ
め
は
、
公
的
な
場
面
か
ら
排
除
さ
れ
た
女
性
は
、
男
性
と
は
区
別
さ
れ
て
遅
れ
て
政
治
へ
統
合
さ
れ
た
た
め
、
最
終
的
に
完

全
な
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
を
享
受
し
た
も
の
の
、
議
員
権
限
や
政
治
的
地
位
で
は
不
平
等
が
続
い
て
い
る
。
こ
れ
は
、
共
和
国
が
男
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女
の
区
別
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
に
起
因
し
て
い
る
と
い
う
議
論
で
あ
る（（（
（

。

　

三
つ
め
は
、
共
和
主
義
お
よ
び
権
利
を
も
つ
個
人
の
中
立
と
い
う
普
遍
主
義
を
根
拠
に
運
動
し
て
き
た
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
運
動
が
、

性
差
と
い
う
普
遍
主
義
を
持
ち
出
さ
れ
て
女
性
排
除
が
正
当
化
さ
れ
て
し
ま
い
頓
挫
し
て
し
ま
っ
た
。
こ
れ
は
、
個
人
主
義
と
性
差

と
い
う
対
立
的
な
普
遍
主
義
が
共
和
国
的
言
説
に
含
ま
れ
て
い
る
た
め
、
そ
こ
か
ら
パ
ラ
ド
ク
ス
が
生
ま
れ
て
い
る
、
と
い
う
議
論

で
あ
る（（（
（

。

　

こ
れ
ら
の
議
論
を
も
と
に
展
開
さ
れ
た
パ
リ
テ
の
賛
否
は
、
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
た
ち
の
間
で
も
同
じ
く
起
こ
っ
た（（（
（

。
哲
学
者
で
左
派

の
バ
ダ
ン
テ
ー
ル
な
ど
男
女
平
等
主
義
に
基
づ
い
た
パ
リ
テ
反
対
派
の
議
論
は
次
の
三
点
で
あ
る
。
一
つ
は
、
分
化
さ
れ
た
性
と
し

て
の
女
性
に
政
治
的
代
表
を
認
め
る
と
、
共
同
体
主
義
に
進
ん
で
い
く
危
険
性
で
あ
る
。
二
つ
め
は
、
女
性
に
よ
っ
て
政
治
が
人
々

に
よ
り
身
近
な
も
の
に
な
る
と
考
え
る
こ
と
は
幻
想
で
、
女
性
の
本
質
が
男
性
の
本
質
と
は
根
本
的
に
異
な
る
と
い
う
考
え
方
を
擁

護
す
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
議
論
で
あ
る
。
三
つ
め
は
、
女
性
の
存
在
を
ク
ォ
ー
タ
制
に
よ
っ
て
強
制
す
る
こ
と
は
、
女
性
が
自
分

の
力
で
は
な
く
パ
リ
テ
に
よ
っ
て
地
位
を
獲
得
し
た
の
だ
と
感
じ
さ
せ
、
か
え
っ
て
女
性
に
屈
服
感
を
与
え
る
と
い
う
議
論
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
議
論
に
よ
っ
て
立
つ
と
、
女
性
が
政
治
か
ら
排
除
さ
れ
た
状
態
で
あ
る
こ
と
は
変
わ
ら
ず
、
た
と
え
女
性
が
権
力
を
も

つ
立
場
に
立
っ
て
も
、
女
性
を
シ
ス
テ
ム
か
ら
排
除
し
て
、
女
性
を
尊
重
し
な
い
男
性
に
よ
る
政
治
的
支
配
が
温
存
さ
れ
て
し
ま
う（（（
（

。

　

他
方
、
同
じ
哲
学
者
で
左
派
の
ア
ガ
サ
ン
ス
キ
は
、「
人
間
の
も
つ
唯
一
の
普
遍
的
差
異
、
そ
れ
は
、
性
の
二
元
性
で
あ
る
」
と

い
う
論
理
で
、
男
女
共
生
と
い
う
普
遍
性
に
基
づ
い
た
も
の
と
し
て
パ
リ
テ
を
擁
護
し
た（（（
（

。
こ
の
男
女
「
両
性
の
結
合
」
と
い
う
論

理
に
よ
っ
て
、
国
会
の
議
席
を
男
女
同
数
（
パ
リ
テ
（
に
す
る
と
い
う
考
え
は
容
認
さ
れ
た
。

　

こ
う
し
て
パ
リ
テ
が
容
認
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
が
、
運
用
面
に
お
い
て
パ
リ
テ
は
「
五
〇
％
ク
ォ
ー
タ
制
」
と
ど
う
違
う

の
か
と
い
う
疑
問
が
残
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
先
述
し
た
ク
ォ
ー
タ
制
の
分
類
の
中
で
辻
村
は
フ
ラ
ン
ス
の
パ
リ
テ
法
を
強
制
的

ク
ォ
ー
タ
制
の
中
に
位
置
づ
け
て
い
た
。
そ
れ
で
は
、「
五
〇
％
ク
ォ
ー
タ
制
」
を
パ
リ
テ
と
言
い
換
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
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れ
に
つ
い
て
、
フ
ラ
ン
ス
の
ロ
ビ
イ
ス
ト
は
「
同
じ
と
考
え
て
よ
い
」（（（
（

と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
男
女
平
等
（
パ
リ
テ
（
は
よ
り

野
心
的
な
数
値
目
標
で
あ
る
た
め
「
実
現
が
難
し
い
」
と
答
え
て
い
る（（（
（

。

　　

C　

シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
の
変
容

　

こ
う
し
て
、
パ
リ
テ
と
い
う
論
理
の
も
と
、
こ
れ
ま
で
の
政
治
と
い
う
公
的
領
域
は
男
性
が
担
い
、
女
性
を
排
除
し
よ
う
と
す
る

共
和
主
義
的
な
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
の
考
え
方
を
変
え
、
女
性
の
政
治
参
加
を
進
め
る
動
き
が
出
て
き
た
の
で
あ
る
。

　

同
じ
一
九
九
九
年
に
、
民
法
典
改
正
に
よ
っ
て
導
入
さ
れ
た
パ
ッ
ク
ス
（
民
事
連
帯
協
約
（
が
生
ま
れ
た
こ
と
も
、
こ
の
時
期
の

フ
ラ
ン
ス
の
共
和
主
義
の
考
え
方
の
変
更
を
表
し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
婚
姻
関
係
に
な
い
異
性
ま
た
は
同

性
の
、
近
親
関
係
に
な
い
成
年
カ
ッ
プ
ル
に
法
的
身
分
が
付
与
さ
れ
た
。
こ
の
変
更
に
つ
い
て
、「
公
私
の
領
域
区
別
が
は
っ
き
り

し
て
い
た
フ
ラ
ン
ス
で
も
、
実
質
的
平
等
が
叫
ば
れ
る
な
か
、
現
状
へ
の
対
応
か
ら
、
私
的
と
み
な
さ
れ
て
き
た
領
域
に
お
け
る
変

化
に
公
的
制
度
を
機
能
」
さ
せ
る
必
要
が
で
て
き
た
と
し
て
、「
公
︲
私
領
域
の
区
別
の
崩
壊
」
を
指
摘
す
る
も
の
も
あ
る（（（
（

。
し
か

し
な
が
ら
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
戦
時
中
に
行
わ
れ
た
出
産
奨
励
策
（
ナ
タ
リ
ス
ム
（
の
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
も
家
族
と
い
う
私
的
領
域

に
国
家
が
介
入
す
る
こ
と
が
受
容
さ
れ
て
き
た
の
で（（（
（

、「
公
︲
私
領
域
の
区
別
の
崩
壊
」
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
。
そ
う
で
は
な
く
、

こ
れ
ま
で
「
普
遍
的
」
と
さ
れ
て
き
た
共
和
主
義
に
守
ら
れ
て
き
た
状
況
が
、
非
婚
カ
ッ
プ
ル
や
女
性
と
い
っ
た
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
か

ら
、
現
状
に
合
っ
て
い
な
い
と
批
判
さ
れ
、
こ
う
し
た
国
内
与
件
の
変
化
か
ら
、
個
人
の
も
つ
権
利
の
「
実
質
的
平
等
」
を
実
現
す

る
た
め
、
国
家
が
制
度
変
更
を
行
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
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３　

フ
ラ
ン
ス
の
政
治
状
況

　

A　

シ
ラ
ク
大
統
領
時
代
―
―
男
女
パ
リ
テ
監
視
委
員
会

　

こ
う
し
た
制
度
変
更
が
可
能
に
な
っ
た
の
は
な
ぜ
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
一
九
九
五
年
に
大
統
領
に
選
出
さ
れ
た
シ
ラ
ク
政
権
と

い
う
時
代
に
注
目
し
て
考
え
て
み
た
い
。
シ
ラ
ク
が
大
統
領
に
選
ば
れ
る
前
は
、
社
会
党
の
ミ
ッ
テ
ラ
ン
が
一
九
八
一
年
か
ら
二
期

一
四
年
間
、
大
統
領
を
務
め
て
い
た
。
ミ
ッ
テ
ラ
ン
大
統
領
の
一
期
目
に
は
女
性
権
利
担
当
大
臣
の
任
命
や
、
先
述
し
た
ク
ォ
ー
タ

制
法
案
の
提
出
、
フ
ラ
ン
ス
初
の
女
性
首
相
就
任
な
ど
、
女
性
の
権
利
拡
大
に
向
け
た
政
治
的
・
社
会
的
ア
ピ
ー
ル
が
さ
れ
て
い
た
。

　

ミ
ッ
テ
ラ
ン
の
後
に
大
統
領
に
就
任
し
た
右
派
の
Ｒ
Ｐ
Ｒ
党
首
の
シ
ラ
ク
は
、
女
性
権
利
担
当
大
臣
の
任
命
、
そ
し
て
首
相
直
属

の
機
関
と
し
て
男
女
パ
リ
テ
監
視
委
員
会
（O

bservatoir de la parité entre les fem
m

es et les hom
m

es

（
を
一
九
九
五
年
に
設

立
し
た（（（
（

。
男
女
パ
リ
テ
監
視
委
員
会
で
は
、
男
女
平
等
に
関
す
る
報
告
書
を
提
出
し
て
き
た
。
シ
ラ
ク
政
権
下
で
出
さ
れ
た
報
告
書

の
概
要
と
時
期
を
み
な
が
ら
（
表
２
参
照
（、
国
内
政
治
の
状
況
に
つ
い
て
以
下
に
述
べ
た
い
。

　

第
一
の
報
告
書
（
政
治
生
活
に
お
け
る
パ
リ
テ
）
は
、
政
治
に
お
け
る
女
性
の
数
的
状
況
と
パ
リ
テ
を
進
め
る
た
め
の
理
論
や
手
続

き
に
つ
い
て
、
一
九
八
二
年
の
ク
ォ
ー
タ
制
法
案
を
提
出
し
た
左
派
の
ア
リ
ミ
と
右
派
の
バ
シ
ュ
ロ
男
女
パ
リ
テ
監
視
委
員
会
委
員

長
に
よ
っ
て
、
右
派
政
権
の
ジ
ュ
ペ
首
相
に
提
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　

一
九
九
七
年
に
国
民
議
会
選
挙
で
右
派
を
敗
っ
て
誕
生
し
た
ジ
ョ
ス
パ
ン
社
会
党
内
閣
の
も
と
提
出
さ
れ
た
第
二
の
報
告
書
（
政

治
で
の
パ
リ
テ
に
向
け
て
）
は
、
フ
ラ
ン
ス
政
治
に
お
け
る
女
性
の
過
少
代
表
性
に
つ
い
て
の
現
状
報
告
と
、
選
挙
法
の
改
正
な
ど

パ
リ
テ
実
現
の
た
め
の
提
案
が
発
表
さ
れ
た
。
そ
し
て
パ
リ
テ
法
の
基
と
な
っ
た
。
第
三
の
報
告
書
（
男
女
間
の
パ
リ
テ
：
民
主
主
義

へ
の
前
進
）
は
、
二
〇
〇
〇
年
六
月
六
日
法
施
行
後
、
初
め
て
実
施
さ
れ
た
市
町
村
議
会
選
挙
等
に
関
す
る
男
女
議
員
数
の
結
果
が

報
告
さ
れ
た
。



（0（

フランスにおける女性へのシティズンシップの拡大

　

二
〇
〇
二
年
五
月
に
実
施
さ
れ
た
国
民
議
会
選
挙
で
誕
生
し
た
右
派
内

閣
の
ラ
フ
ァ
ラ
ン
首
相
に
提
出
さ
れ
た
第
四
の
報
告
書
（
な
ぜ
政
治
で
の

パ
リ
テ
が
フ
ラ
ン
ス
民
主
主
義
の
賭
け
で
あ
り
つ
づ
け
る
の
か
）
は
、
二
〇

〇
二
年
の
国
民
議
会
選
挙
の
パ
リ
テ
適
用
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
る
。
そ

れ
に
よ
る
と
、
同
選
挙
は
小
選
挙
区
制
の
た
め
候
補
者
の
い
ず
れ
か
の
性

が
五
〇
％
に
達
し
て
い
な
い
政
党
に
財
政
的
な
罰
則
を
設
け
て
い
る
の
だ

が
、
そ
れ
で
も
女
性
議
員
が
少
な
か
っ
た
、
と
課
題
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

第
五
の
報
告
書
（
来
た
る
選
挙
：
パ
リ
テ
を
実
践
さ
せ
る
）
は
、
候
補
者
名

簿
上
の
男
女
交
互
を
厳
格
化
す
る
提
案
に
よ
っ
て
政
治
で
の
パ
リ
テ
の
価

値
が
上
が
る
こ
と
か
ら
、
今
後
予
定
さ
れ
て
い
る
選
挙
で
も
パ
リ
テ
適
用

を
監
視
す
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
第
六
の
報
告
書
（
二
〇
〇
〇
年

六
月
六
日
法
の
直
接
的
・
間
接
的
影
響
：
県
議
会
選
挙
の
総
括
）
は
、
パ
リ

テ
法
が
導
入
さ
れ
て
五
年
が
た
ち
、
そ
の
直
接
的
・
間
接
的
影
響
に
つ
い

て
報
告
さ
れ
て
い
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
男
女
パ
リ
テ
監
視
委
員
会
の
報
告
書
に
は
、
パ
リ
テ

法
の
誕
生
か
ら
実
施
後
の
男
女
の
議
員
数
が
同
数
に
な
っ
て
い
る
か
ど
う

か
の
調
査
結
果
と
課
題
が
示
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
方
針
は
報
告
書
の
提
出

先
が
右
派
で
あ
ろ
う
と
左
派
で
あ
ろ
う
と
継
続
し
て
行
わ
れ
て
い
る
こ
と

が
わ
か
る
。

表２　男女パリテ監視委員会の報告書に関する一覧
報告書 提出者 提出年月 提出先

１ 政治生活におけるパリテ G. アリミ、R. バシュロ （996 年 （2 月 ジュペ首相
（右）

２ 政治でのパリテに向けて D. ジロ （999 年 9 月 ジョスパン首相
（左）

３ 男女間のパリテ：民主主
義への前進 C. ジェニソン 2002 年 3 月 ジョスパン首相

（左）

４
なぜ政治でのパリテがフ
ランス民主主義の賭けで
ありつづけるのか

M-J. ジンマーマン 2003 年 3 月 ラファラン首相
（右）

５ 来たる選挙：パリテを実
践させる M-J. ジンマーマン 2003 年 （2 月 ラファラン首相

（右）

６
2000 年 6 月 6 日法の直接
的・間接的影響：県議会
選挙の総括

M-J. ジンマーマン 200（ 年 3 月 ラファラン首相
（右）

（出典）筆者作成
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B　

政
権
交
代
と
継
続
性

　

前
記
の
よ
う
に
、
シ
ラ
ク
は
大
統
領
就
任
後
ま
も
な
い
一
九
九
五
年
に
男
女
パ
リ
テ
監
視
委
員
会
を
設
立
し
、
同
じ
党
の
バ
シ
ュ

ロ
議
員
を
同
委
員
会
委
員
長
に
任
命
し
た
。
そ
し
て
第
一
の
報
告
書
は
、
左
派
の
ア
リ
ミ
と
と
も
に
、
政
治
に
お
け
る
女
性
の
状
況

に
つ
い
て
男
女
の
数
を
均
等
に
す
る
こ
と
、
そ
れ
を
促
進
す
る
た
め
の
制
度
や
理
論
に
つ
い
て
提
案
し
た
。
こ
の
こ
と
は
、
左
右
の

違
い
な
く
、
政
治
に
お
け
る
女
性
の
過
少
代
表
性
を
改
善
す
る
必
要
性
が
共
有
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
政
権
交

代
が
あ
っ
て
も
政
治
に
お
い
て
そ
の
必
要
性
が
共
有
さ
れ
て
い
る
例
と
し
て
、
男
女
パ
リ
テ
監
視
委
員
会
の
存
続
と
、
女
性
閣
僚
の

増
加
を
挙
げ
て
説
明
す
る
。

　

ま
ず
、
男
女
パ
リ
テ
監
視
委
員
会
に
つ
い
て
、
一
九
九
七
年
に
政
権
交
代
が
起
こ
り
、
右
派
の
大
統
領
と
左
派
の
内
閣
と
い
う
コ

ア
ビ
タ
シ
オ
ン
が
誕
生
し
て
も
、
男
女
パ
リ
テ
の
方
針
は
変
わ
ら
な
か
っ
た
。
コ
ア
ビ
タ
シ
オ
ン
の
も
と
で
の
大
統
領
と
首
相
の
役

割
分
担
は
、
内
政
に
つ
い
て
は
首
相
・
内
閣
に
権
限
が
あ
る
の
だ
が
、
五
年
間
続
い
た
コ
ア
ビ
タ
シ
オ
ン
で
も
男
女
パ
リ
テ
監
視
委

員
会
は
存
続
し
た
。
こ
の
間
、
第
二
の
報
告
書
が
出
さ
れ
て
パ
リ
テ
法
の
基
と
な
り
、
憲
法
改
正
、
パ
リ
テ
法
、
パ
リ
テ
に
よ
る
初

の
選
挙
の
実
施
と
い
う
流
れ
で
、
男
女
同
数
が
実
践
へ
と
移
さ
れ
た
の
が
こ
の
時
期
だ
っ
た
。

　

二
〇
〇
二
年
の
大
統
領
選
挙
そ
し
て
直
後
の
国
民
議
会
選
挙
の
結
果
、
コ
ア
ビ
タ
シ
オ
ン
と
い
う
ね
じ
れ
は
解
消
さ
れ
、
ラ
フ
ァ

ラ
ン
右
派
内
閣
が
政
権
を
運
営
し
て
い
く
中
で
、
地
方
・
国
政
・
Ｅ
Ｕ
レ
ベ
ル
に
ま
た
が
る
諸
選
挙
が
実
施
さ
れ
た
。
そ
の
た
び
に

男
女
パ
リ
テ
が
守
ら
れ
て
い
る
か
ど
う
か
、
監
視
委
員
会
に
よ
る
検
証
が
な
さ
れ
て
き
た
。

　

以
上
み
て
き
た
よ
う
に
、
一
二
年
間
の
シ
ラ
ク
大
統
領
政
権
下
に
パ
リ
テ
と
い
う
考
え
方
が
政
党
の
左
右
の
区
別
な
く
共
有
さ
れ

て
、
政
治
環
境
が
整
え
ら
れ
た
こ
と
は
、
一
連
の
男
女
平
等
に
関
す
る
国
内
法
整
備
に
プ
ラ
ス
に
働
い
た
と
い
え
る
。

　

次
に
、
議
員
の
男
女
パ
リ
テ
に
関
連
し
て
、
シ
ラ
ク
政
権
下
で
閣
僚
の
女
性
比
率
を
高
め
る
た
め
努
力
が
始
め
ら
れ
た
。
シ
ラ
ク

大
統
領
の
一
期
目
（
一
九
九
五
︲
二
〇
〇
二
年
（
に
誕
生
し
た
内
閣
の
女
性
比
率
を
み
て
み
る
と（（（
（

、
第
一
次
ジ
ュ
ペ
内
閣
（
一
九
九
五
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年
五
︲
一
一
月
（
で
は
二
八
・
五
％
（
閣
僚
四
二
人
中
、
女
性
一
二
人
（、
第
二
次
ジ
ュ
ペ
内
閣
（
一
九
九
五
年
一
一
月
︲
一
九
九
七
年
六

月
（
で
は
一
二
・
五
％
（
閣
僚
三
二
人
中
、
女
性
四
人
（
と
減
っ
た
が
、
ジ
ョ
ス
パ
ン
内
閣
（
一
九
九
七
年
六
月
︲
二
〇
〇
二
年
五
月
（

で
は
初
め
て
三
〇
・
七
％
（
閣
僚
二
六
人
中
、
女
性
八
人
（
を
達
成
し
た
。
大
統
領
二
期
目
（
二
〇
〇
二
︲
二
〇
〇
七
年
（
に
は
、
第

一
次
ラ
フ
ァ
ラ
ン
内
閣
（
二
〇
〇
二
年
五
︲
六
月
（
で
は
二
二
・
二
％
（
閣
僚
二
七
人
中
、
女
性
六
人
（、
第
二
次
ラ
フ
ァ
ラ
ン
内
閣

（
二
〇
〇
二
年
六
月
︲
二
〇
〇
四
年
三
月
（
で
は
二
六
・
三
％
（
閣
僚
三
八
人
中
、
女
性
一
〇
人
（、
第
三
次
ラ
フ
ァ
ラ
ン
内
閣
（
二
〇
〇

四
年
三
月
︲
二
〇
〇
五
年
五
月
（
で
は
二
二
・
五
％
（
閣
僚
四
〇
人
中
、
女
性
九
人
（
で
あ
っ
た
。
ド
ヴ
ィ
ル
パ
ン
内
閣
（
二
〇
〇
五
年

五
月
︲
二
〇
〇
七
年
五
月
（
で
は
一
九
・
三
％
（
閣
僚
三
一
人
中
、
女
性
六
人
（
で
あ
っ
た
。
シ
ラ
ク
の
後
、
大
統
領
に
就
任
し
た
サ

ル
コ
ジ
政
権
下
で
は
女
性
閣
僚
が
三
割
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。
第
一
次
フ
ィ
ヨ
ン
内
閣
（
二
〇
〇
七
年
五
︲
六
月
（
で
は
三

五
％
（
閣
僚
二
〇
人
中
、
女
性
七
人
（、
第
二
次
フ
ィ
ヨ
ン
内
閣
（
二
〇
〇
七
年
六
月
︲
二
〇
一
〇
年
一
一
月
（
で
は
三
五
・
五
％
（
閣
僚

三
一
人
中
、
女
性
一
一
人
（、
第
三
次
フ
ィ
ヨ
ン
内
閣
（
二
〇
一
〇
年
一
一
月
︲
二
〇
一
一
年
二
月
（
で
は
三
六
・
六
％
（
閣
僚
三
〇
人
中
、

女
性
一
一
人
（
で
あ
る
。
そ
し
て
、
二
〇
一
二
年
に
誕
生
し
た
オ
ラ
ン
ド
大
統
領
の
も
と
で
、
初
め
て
閣
僚
の
男
女
同
数
が
実
現
し

た
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
左
右
の
政
党
色
に
か
か
わ
ら
ず
、
男
女
パ
リ
テ
の
方
針
が
共
有
さ
れ
て
継
続
し
た
。
そ
の
要
因
と
し
て
、
次
節

で
は
Ｅ
Ｕ
の
影
響
を
挙
げ
て
考
え
て
み
た
い
。

４　

Ｅ
Ｕ
の
男
女
平
等
政
策
と
加
盟
国
へ
の
影
響

　

一
九
九
三
年
一
一
月
一
日
に
マ
ー
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
が
批
准
さ
れ
て
、
欧
州
統
合
が
経
済
共
同
体
か
ら
政
治
共
同
体
に
な
っ
た
こ

と
も
、
フ
ラ
ン
ス
の
国
内
政
治
運
営
に
影
響
を
与
え
た
と
考
え
ら
れ
る
。
Ｅ
Ｃ
か
ら
Ｅ
Ｕ
（
欧
州
連
合
（
へ
の
移
行
は
、
加
盟
国
の
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経
済
政
策
以
外
の
分
野
に
も
主
権
委
譲
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
加
盟
国
の
内
政
が
も
は
や
フ
リ
ー
ハ
ン
ド
で
は
い
か
な
く
な

る
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
シ
ラ
ク
大
統
領
就
任
と
同
じ
一
九
九
五
年
に
締
結
さ
れ
た
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
条
約
で
は
、
ス
ウ
ェ
ー
デ

ン
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
Ｅ
Ｕ
加
盟
が
決
ま
っ
た
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
男
女
平
等
政
策
が
進
ん
で
い
る
北
欧
が
Ｅ

Ｕ
に
加
盟
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
男
女
平
等
に
関
す
る
Ｅ
Ｕ
の
政
策
が
重
要
に
な
り
、
当
該
分
野
で
「
遅
れ
た
」
国
に
も
Ｅ
Ｕ
レ
ベ

ル
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

　

本
節
で
は
、
Ｅ
Ｕ
の
政
策
が
フ
ラ
ン
ス
の
男
女
平
等
に
関
す
る
政
策
に
影
響
を
与
え
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
に
つ
い
て
検
討
す

る
た
め
、
ま
ず
、
Ｅ
Ｃ
か
ら
Ｅ
Ｕ
に
か
け
て
取
り
組
ん
で
き
た
男
女
平
等
に
関
す
る
指
令
と
そ
の
戦
略
に
つ
い
て
述
べ
る
。
次
に
、

こ
う
し
た
Ｅ
Ｕ
政
策
の
影
響
が
他
国
に
お
い
て
み
ら
れ
た
の
か
ど
う
か
、
文
献
調
査
を
基
に
比
較
し
て
み
る
。

　

A　

Ｅ
Ｕ
の
男
女
平
等
に
関
す
る
指
令
と
戦
略

　

Ｅ
Ｕ
で
は
、
男
女
平
等
の
実
現
に
向
け
て
、
Ｅ
Ｕ
諸
機
関
（
欧
州
委
員
会
、
理
事
会
、
欧
州
議
会
（、
さ
ら
に
は
女
性
運
動
関
連
の

ロ
ビ
ー
団
体
等
と
連
携
し
、
Ｅ
Ｕ
諸
機
関
の
内
側
と
外
側
か
ら
加
盟
国
へ
男
女
平
等
政
策
を
実
現
す
る
た
め
の
働
き
か
け
を
行
っ
て

い
る
。
そ
の
経
緯
を
み
る
と
、
三
つ
の
戦
略
を
段
階
的
に
と
っ
て
き
た（（（
（

。

　

第
一
に
、
最
初
の
欧
州
共
同
体
が
発
足
し
た
一
九
五
七
年
の
ロ
ー
マ
条
約
の
下
で
出
さ
れ
た
、
一
連
の
男
女
平
等
待
遇
に
関
す
る

欧
州
理
事
会
指
令
で
あ
る
。
男
女
同
一
賃
金
原
則
（
一
九
七
五
年
（、
雇
用
職
業
男
女
平
等
待
遇
（
一
九
七
六
年
（、
社
会
保
障
に
関
す

る
平
等
待
遇
（
一
九
七
九
年
（、
職
域
社
会
保
障
制
度
（
一
九
八
六
年
（、
妊
娠
出
産
労
働
者
の
安
全
と
健
康
（
一
九
九
二
年
（
の
よ
う

に
、
欧
州
理
事
会
の
出
す
指
令
が
、
男
女
平
等
に
関
す
る
政
策
と
し
て
加
盟
国
の
国
内
法
に
転
換
さ
れ
て
い
っ
た（（（
（

。
一
九
九
〇
年
代

に
は
、
Ｅ
Ｃ
条
約
に
基
づ
い
て
成
立
し
た
労
働
時
間
編
成
（
一
九
九
三
年
（、
育
児
両
親
休
暇
、
改
正
・
職
域
社
会
保
障
制
度
（
一
九

九
六
年
（、
性
差
別
訴
訟
に
お
け
る
挙
証
責
任
（
一
九
九
七
年
（、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
（
一
九
九
七
年
（、
改
正
・
労
働
時
間
編
成
、
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改
正
・
雇
用
職
業
（
二
〇
〇
二
年
（
に
関
す
る
指
令
が
出
さ
れ
た（（（
（

。

　

こ
れ
ら
の
機
会
均
等
原
則
に
よ
っ
て
女
性
の
不
利
を
是
正
し
て
き
た
が
、
そ
れ
で
も
解
決
で
き
な
い
問
題
に
対
し
て
、
ポ
ジ
テ
ィ

ヴ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
、
男
女
平
等
を
め
ざ
し
て
女
性
を
優
遇
し
補
填
す
る
政
策
を
と
る
の
が
第
二
の
戦
略
で
あ
る
。
こ
れ
は
男

女
の
違
い
を
強
調
す
る
こ
と
で
成
り
立
つ
考
え
方
だ
が
、
女
性
が
劣
っ
て
い
る
と
い
う
先
入
観
を
与
え
る
と
い
っ
た
限
界
も
あ
る
。

　

そ
こ
で
、
一
九
九
六
年
以
来
、
Ｅ
Ｕ
は
「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
政
策
の
主
流
化
」
と
い
う
第
三
の
戦
略
も
並
行
し
て
と
る
よ
う
に
な
っ
た
。

こ
れ
は
「
生
活
の
あ
ら
ゆ
る
場
面
に
お
け
る
不
平
等
を
改
善
し
、
男
女
平
等
を
促
進
し
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
」
で
、
Ｅ
Ｕ
の
あ
ら
ゆ
る

政
策
や
行
動
計
画
に
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
視
点
を
加
え
て
い
く
も
の
で
あ
る（（（
（

。
ジ
ェ
ン
ダ
ー
政
策
の
強
化
を
狙
っ
た
、
機
会
均
等
に
関
す

る
第
五
次
行
動
計
画
（
二
〇
〇
一
︲
〇
五
年
（
に
も
こ
の
戦
略
は
反
映
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
重
点
課
題
と
し
て
は
、「
経
済
生
活
に
お

け
る
平
等
」、「
意
思
決
定
に
お
け
る
平
等
参
画
と
代
表
の
促
進
」、「
社
会
的
権
利
に
対
す
る
平
等
ア
ク
セ
ス
」、「
性
別
役
割
に
関
す

る
固
定
観
念
の
変
更
促
進
」
の
五
つ
の
分
野
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
男
女
平
等
ア
プ
ロ
ー
チ
が
、
当
初
の
雇
用
機
会
均
等
と
い
っ
た
労
働
や
社
会
政
策
に
関
連
し
た
分
野
か
ら
、
経

済
や
政
治
な
ど
生
活
の
あ
ら
ゆ
る
場
面
へ
広
が
り
、
よ
り
包
括
的
な
考
え
方
に
シ
フ
ト
し
て
い
っ
た（（（
（

。
こ
う
し
て
、
加
盟
国
に
お
い

て
様
々
な
政
策
の
中
心
に
男
女
平
等
の
視
点
が
取
り
入
れ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

　

B　

Ｅ
Ｕ
政
策
の
加
盟
国
へ
の
影
響

　

欧
州
理
事
会
指
令
が
出
さ
れ
る
と
、
加
盟
国
は
国
内
法
に
置
換
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
Ｅ
Ｕ
加
盟
諸
国
に
お
い
て
、

Ｅ
Ｕ
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
主
流
化
政
策
が
取
り
入
れ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
Ｅ
Ｕ
の
政
策
に
男
女
平
等
が
主
流
と
な
り
充
実
し
て
い
っ

た
時
期
は
、
一
九
九
六
年
に
北
欧
諸
国
が
Ｅ
Ｕ
へ
加
盟
し
た
の
と
同
じ
時
期
で
も
あ
り
、
二
つ
の
出
来
事
は
無
関
係
で
は
な
い
。

　

北
欧
諸
国
で
は
、
社
会
政
策
が
充
実
し
、
女
性
議
員
を
増
や
す
た
め
に
ク
ォ
ー
タ
制
を
導
入
し
て
い
る
。
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
で
は
、
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一
九
七
〇
年
代
か
ら
名
簿
式
比
例
代
表
選
挙
の
女
性
候
補
者
を
四
〇
︲
五
〇
％
に
す
る
目
標
が
政
党
内
で
定
め
ら
れ
、
男
女
交
互
の

名
簿
記
載
方
式
を
採
用
し
た
結
果
、
女
性
議
員
が
四
〇
％
を
超
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
が
Ｅ
Ｕ
に
加
盟
す

る
際
、「
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
条
約
に
示
さ
れ
る
Ｅ
Ｕ
の
主
要
原
則
の
な
か
に
、
機
会
の
平
等
を
含
め
る
こ
と
に
貢
献
し
て
き
た
と
ス

ウ
ェ
ー
デ
ン
政
府
は
主
張
し
て
い
る
」（（（
（

。
つ
ま
り
同
条
約
の
な
か
に
主
流
化
戦
略
を
取
り
入
れ
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等
が
Ｅ
Ｕ
の
優
先

事
項
の
中
で
相
対
的
に
高
い
位
置
に
お
か
れ
た
こ
と
は
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
努
力
の
重
要
な
結
果
な
の
で
あ
る（（（
（

。

　

こ
の
よ
う
な
北
欧
新
加
盟
国
の
働
き
か
け
が
あ
っ
て
、
一
九
九
九
年
、
Ｅ
Ｕ
委
員
会
は
ジ
ェ
ン
ダ
ー
主
流
化
と
い
う
考
え
方
を
加

盟
国
の
雇
用
戦
略
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
統
合
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
調
印
し
た
加
盟
国
が
毎
年
起

案
す
る
国
内
行
動
計
画
の
中
で
、
男
女
平
等
が
重
要
な
概
念
と
し
て
占
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
う
し
て
、
加
盟
諸
国
に
男
女
平
等

政
策
が
収
斂
化
さ
れ
て
い
っ
た（（（
（

。

　

フ
ラ
ン
ス
が
一
九
九
九
年
に
策
定
し
た
雇
用
行
動
計
画
も
、
雇
用
に
関
す
る
こ
と
だ
け
で
な
く
、
政
治
・
経
済
的
制
度
に
も
Ｅ
Ｕ

の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
主
流
化
が
反
映
さ
れ
て
お
り
、「
Ｅ
Ｕ
戦
略
と
ジ
ョ
ス
パ
ン
政
権
の
政
治
的
意
志
の
産
物（（（
（

」
と
い
わ
れ
る
。
こ
の
な

か
に
、
⑴
公
選
職
と
そ
の
活
動
に
参
加
し
う
る
方
法
を
導
入
す
る
た
め
の
憲
法
改
正
、
⑵
一
九
九
八
年
に
女
性
の
権
利
を
担
当
す
る

国
務
省
を
設
立
し
て
対
応
す
る
、
⑶
女
性
の
権
利
に
関
わ
る
省
庁
間
委
員
会
を
再
建
す
る
、
と
い
っ
た
項
目
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る（（（
（

。

こ
こ
か
ら
生
ま
れ
た
ジ
ェ
ン
ダ
ー
主
流
化
政
策
の
事
例
と
し
て
は
、
教
育
制
度
、
行
政
サ
ー
ビ
ス
、
二
〇
〇
〇
年
の
職
業
平
等
法
が

挙
げ
ら
れ
る
。

　

⑴
に
つ
い
て
は
パ
リ
テ
法
、
⑵
に
つ
い
て
は
女
性
権
利
省
、
パ
リ
テ
特
任
省
の
設
立
と
し
て
結
実
し
た
。
⑶
に
つ
い
て
は
、
教
育

制
度
に
お
け
る
男
女
平
等
に
関
す
る
省
庁
間
の
協
定
を
例
と
し
て
挙
げ
て
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
主
流
化
が
フ
ラ
ン
ス
に
導
入
さ
れ
る
前
と

後
で
の
、
実
施
枠
組
み
の
変
化
を
説
明
し
て
み
よ
う（（（
（

。

　

ジ
ェ
ン
ダ
ー
主
流
化
以
前
の
、
一
九
八
四
年
の
女
子
の
職
業
選
択
の
多
様
化
に
関
す
る
協
定
は
、
国
民
教
育
省
と
女
性
権
利
省
の
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間
で
締
結
さ
れ
、
学
校
教
育
内
に
と
ど
ま
る
政
策
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
主
流
化
以
後
、
二
〇
〇
〇
年
二
月
に
結
ば
れ

た
「
教
育
制
度
に
お
け
る
児
童
・
成
人
の
男
女
機
会
平
等
の
促
進
の
た
め
の
協
定
」
は
、
学
校
教
育
担
当
省
、
国
民
教
育
・
研
究
・

技
術
省
、
雇
用
連
帯
省
、
農
業
漁
業
省
、
女
性
権
利
・
職
業
養
成
担
当
省
が
関
与
し
、
よ
り
総
合
的
で
包
括
的
な
政
策
が
展
開
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
二
〇
〇
六
年
六
月
に
結
ば
れ
た
「
教
育
制
度
に
お
け
る
児
童
・
成
人
の
男
女
平
等
の
た
め
の
協
定
」

で
は
、
雇
用
・
社
会
結
合
・
住
宅
省
、
国
民
教
育
・
高
等
教
育
・
研
究
省
、
法
務
省
、
運
輸
・
設
備
・
海
洋
省
、
農
業
漁
業
省
、
文

化
通
信
省
、
社
会
結
合
・
パ
リ
テ
特
任
省
、
高
等
教
育
・
研
究
特
任
省
の
合
計
八
省
が
関
与
し
て
い
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
一
九
九

九
年
の
雇
用
行
動
計
画
に
盛
り
込
ま
れ
た
ジ
ェ
ン
ダ
ー
主
流
化
は
、
女
性
の
権
利
に
か
か
わ
る
政
策
を
講
じ
る
省
庁
を
幅
広
く
巻
き

込
み
連
携
し
な
が
ら
、
包
括
的
に
展
開
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

ま
た
、
Ｅ
Ｕ
加
盟
国
だ
け
で
な
く
加
盟
候
補
国
に
お
い
て
も
、
Ｅ
Ｕ
の
男
女
平
等
政
策
の
国
内
法
化
へ
の
影
響
が
み
ら
れ
る
。
Ｅ

Ｕ
法
制
に
国
内
法
を
適
合
さ
せ
る
こ
と
が
加
盟
候
補
国
に
求
め
ら
れ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
中
に
Ｅ
Ｕ
の
男
女
平
等
政
策
も
含
ま
れ

て
い
た
。
そ
の
結
果
、
チ
ェ
コ
で
も
こ
れ
ら
の
Ｅ
Ｕ
「
ア
キ
」
の
国
内
法
へ
の
置
換
を
通
し
て
、
男
女
平
等
政
策
に
関
し
て
既
存
加

盟
国
よ
り
も
強
い
外
的
強
制
力
を
伴
っ
て
国
内
法
化
さ
れ
て
い
っ
た（（（
（

。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
Ｅ
Ｕ
加
盟
国
で
は
一
九
九
〇
年
代
後
半
か
ら
Ｅ
Ｕ
の
男
女
平
等
が
様
々
な
政
策
に
お
い
て
導
入
さ
れ
て
い
き
、

ジ
ェ
ン
ダ
ー
主
流
化
が
既
存
加
盟
国
で
も
候
補
国
で
も
国
内
法
に
取
り
入
れ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
結
果
、
Ｅ
Ｕ

加
盟
諸
国
に
男
女
平
等
政
策
の
収
斂
化
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
う
し
た
実
態
は
、
フ
ラ
ン
ス
で
も
確
認
で
き
た
。

お
わ
り
に

　

本
稿
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
で
女
性
議
員
の
少
な
い
状
況
を
改
善
す
る
た
め
に
、
男
女
同
数
を
意
味
す
る
パ
リ
テ
と
い
う
論
理
が
導
入
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さ
れ
た
背
景
に
つ
い
て
、
国
内
に
お
け
る
共
和
主
義
的
な
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
の
変
容
を
歴
史
的
に
概
観
し
、
さ
ら
に
国
内
政
治
動

向
お
よ
び
Ｅ
Ｕ
政
策
の
影
響
と
い
う
要
因
か
ら
検
討
を
行
い
、
女
性
の
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
の
拡
大
に
つ
い
て
説
明
を
試
み
た
。

　

パ
リ
テ
法
が
導
入
さ
れ
て
一
五
年
が
経
過
し
た
が
、「
こ
の
間
の
変
化
は
大
き
い
」
と
、
男
女
パ
リ
テ
監
視
委
員
会
初
代
事
務
局

長
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「（
そ
の
変
化
は
（
女
性
の
地
位
向
上
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
そ
れ
ま
で
政
治
と
は
無
縁
だ
っ
た
層
を

大
量
に
政
界
に
呼
び
込
み
、
政
界
の
体
質
が
明
ら
か
に
変
わ
っ
て
き
た
」（（（
（

。

　

二
〇
一
二
年
に
就
任
し
た
オ
ラ
ン
ド
政
権
で
は
閣
僚
の
男
女
比
を
半
々
に
す
る
と
い
う
公
約
に
し
た
が
い
、
エ
ロ
ー
内
閣
で
は
閣

僚
三
四
人
の
う
ち
半
数
の
一
七
人
を
女
性
に
し
た
。
例
え
ば
、
ナ
ジ
ャ
ッ
ト
・
ヴ
ァ
ロ
ー
ベ
ル
カ
セ
ム
は
当
時
、
女
性
権
利
相
兼
政

府
報
道
官
と
し
て
就
任
し
た
が
、「
も
し
女
性
の
候
補
者
を
探
す
必
要
が
な
か
っ
た
ら
、
彼
女
が
リ
ヨ
ン
の
市
議
会
選
挙
に
立
候
補

す
る
機
会
も
な
く
、
そ
の
後
大
臣
に
さ
れ
る
こ
と
も
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
」（（（
（

。
同
じ
く
文
化
・
通
信
相
に
就
い
た
オ
レ
リ
ー
・

フ
ィ
リ
ペ
テ
ィ
も
、
緑
の
党
の
地
方
議
員
と
し
て
政
界
入
り
し
た
が
、
パ
リ
テ
法
が
き
っ
か
け
だ
っ
た
。
そ
の
他
、
二
〇
一
四
年
三

月
に
行
わ
れ
た
パ
リ
市
長
選
挙
で
は
、
候
補
者
に
左
派
の
ア
ン
ヌ
・
イ
ダ
ル
ゴ
と
右
派
の
ナ
タ
リ
ー
・
コ
シ
ウ
ス
コ
モ
リ
ゼ
と
い
う

女
性
二
人
が
名
乗
り
出
た
。
こ
れ
も
「
パ
リ
テ
法
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
頭
角
を
あ
ら
わ
す
こ
と
が
で
き
た
」
の
で
あ
り
、
最
終
的
に

は
イ
ダ
ル
ゴ
が
初
の
女
性
パ
リ
市
長
に
就
任
し
た
。
ま
た
、
二
〇
〇
七
年
の
大
統
領
選
挙
で
は
、
社
会
党
の
セ
ゴ
レ
ー
ヌ
・
ロ
ワ
イ

ヤ
ル
が
女
性
と
し
て
初
め
て
主
要
政
党
の
公
認
候
補
と
し
て
立
候
補
し
た
こ
と
、
そ
し
て
決
選
投
票
に
進
ん
で
「
大
統
領
に
女
性
が

な
り
う
る
」
可
能
性
を
示
し
た
こ
と
も
、
パ
リ
テ
法
に
よ
る
変
化
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

　

パ
リ
テ
法
の
大
き
な
意
味
と
し
て
、「
こ
れ
ま
で
政
治
と
無
縁
だ
っ
た
層
の
出
身
者
が
政
治
に
か
か
わ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
」

で
あ
り
、「
政
治
経
験
の
な
か
っ
た
人
々
こ
そ
が
、
政
界
の
古
い
体
質
を
変
え
る
こ
と
が
で
き
る
」（（（
（

。
パ
リ
テ
法
が
も
た
ら
し
た
こ
う

し
た
変
化
は
、
政
治
色
に
限
ら
ず
、
一
種
の
モ
デ
ル
と
し
て
浸
透
し
、
い
ま
や
女
性
の
登
用
が
社
会
の
様
々
な
分
野
で
顕
著
に
な
っ

て
い
る
。
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こ
の
よ
う
に
フ
ラ
ン
ス
の
女
性
の
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
の
な
か
で
遅
れ
て
い
た
政
治
的
権
利
、
な
か
で
も
議
会
に
お
け
る
女
性
の

過
少
代
表
は
パ
リ
テ
に
よ
る
強
制
で
改
善
さ
れ
、
社
会
の
受
け
止
め
方
も
変
化
し
て
き
た
。
従
来
の
フ
ラ
ン
ス
の
共
和
主
義
的
な
シ

テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
の
モ
デ
ル
が
パ
リ
テ
に
よ
っ
て
変
容
し
て
き
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
変
化
は
本
稿
で
着
目
し

た
よ
う
に
、
パ
リ
テ
導
入
時
期
に
Ｅ
Ｕ
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
主
流
化
が
進
ん
で
い
た
と
い
う
外
的
要
因
も
見
逃
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
フ

ラ
ン
ス
の
近
年
の
女
性
の
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
の
拡
大
は
、
国
内
要
因
と
Ｅ
Ｕ
の
影
響
と
い
う
両
輪
に
よ
っ
て
前
進
し
て
き
た
と
い

え
る
だ
ろ
う
。

　

し
か
し
、
本
稿
で
は
触
れ
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
政
治
領
域
全
般
に
パ
リ
テ
が
浸
透
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
表
１
で
示
し
た
よ

う
に
、
フ
ラ
ン
ス
の
議
会
に
占
め
る
女
性
比
率
は
改
善
し
て
き
た
と
は
い
え
、
ま
だ
二
六
％
に
す
ぎ
な
い
。
そ
の
原
因
は
、
法
律
に

よ
っ
て
パ
リ
テ
の
強
制
が
効
い
て
い
る
選
挙
で
は
女
性
議
員
の
比
率
が
高
ま
っ
て
い
る
が
、
国
民
議
会
選
挙
や
元
老
院
議
会
選
挙
と

い
っ
た
国
政
レ
ベ
ル
の
選
挙
で
は
部
分
的
に
し
か
導
入
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
女
性
比
率
が
低
い
ま
ま
と
な
っ
て
い
る
。
国
政
レ
ベ

ル
に
お
い
て
は
い
ま
だ
に
女
性
登
用
へ
の
抵
抗
が
根
強
い
こ
と
か
ら
、
国
家
主
権
と
結
び
つ
き
の
強
い
領
域
で
は
、
共
和
主
義
的
な

考
え
が
ま
だ
根
強
く
残
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
社
会
党
の
オ
ラ
ン
ド
大
統
領
の
も
と
、
男
女
パ
リ
テ
監
視
委
員

会
か
ら
二
〇
一
三
年
に
改
編
さ
れ
た
男
女
平
等
高
等
委
員
会
（H

aut Conseil à lʼégalité entre les fem
m

es et les hom
m

es

（
に

よ
る
報
告
を
中
心
に
今
後
の
変
化
に
注
目
し
て
い
き
た
い
。

（
（
（　Loi constitutionnelle N

o.99-（69 du 8 juillet （999 relative à lʼégalité entre les fem
m

es et les hom
m

es.

（
2
（　Loi N

o.2000-（93 du 6 juin 2000 tendant à favoriser lʼégal accès des fem
m

es et des hom
m

es aux m
andats électoraux 

et fonctions électives.

（
3
（　 Inter-Parliam

entary U
nion, W

om
en in N

ational Parliam
ents, by （st A

ugust 20（（. 

（w
w

w
.ipu.org　

閲
覧
日
二
〇
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一
五
年
八
月
二
一
日
（.　

地
域
別
、
国
別
は
い
ず
れ
も
下
院
の
状
況
を
示
し
て
い
る
。
な
お
、
フ
ラ
ン
ス
の
女
性
議
員
比
率
は
二
六
・

二
％
で
四
六
位
、
日
本
は
九
・
五
％
で
ボ
ツ
ワ
ナ
と
並
ん
で
一
一
七
位
で
あ
る
。

（
（
（　 

毎
日
新
聞
二
〇
一
〇
年
三
月
七
日
付
朝
刊
、
竹
信
三
恵
子
（
二
〇
一
〇
（『
女
性
を
活
用
す
る
国
し
な
い
国
』
岩
波
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト

N
o.（9（

、
岩
波
書
店
、
一
九
頁
。

（
（
（　

ク
ォ
ー
タ
制
の
分
類
に
つ
い
て
は
、
辻
村
み
よ
子
（
二
〇
〇
七
（「
政
治
参
画
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
」、
川
人
貞
文
・
山
元
一
［
編
］『
政

治
参
画
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
』
東
北
大
学
出
版
会
、
五
︲
四
二
頁
を
参
照
。

（
6
（　

糠
塚
康
江
（
二
〇
〇
四
（「
パ
リ
テ
が
提
起
す
る
普
遍
主
義
的
憲
法
学
の
課
題
」、
辻
村
み
よ
子
［
編
］『
世
界
の
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
・
ア

ク
シ
ョ
ン
と
男
女
共
同
参
画
』
東
北
大
学
出
版
会
、
一
一
七
︲
一
四
二
頁
、
糠
塚
康
江
（
二
〇
〇
五
（『
パ
リ
テ
の
論
理
』
信
山
社
、

Réjane Sénac-Slaw
inski (2008) La parité, Q

ue-sais-je?, PU
F

な
ど
。

（
（
（　Birte Siim

 (2000) G
ender and Citizenship: Politics and A

gency in France, Britain and D
enm

ark, Cam
bridge 

U
niversity Press. 

（
8
（　

鈴
木
規
子
（
二
〇
〇
七
（『
Ｅ
Ｕ
市
民
権
と
市
民
意
識
の
動
態
』
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
。

（
9
（　

ユ
テ
・
ベ
ー
ニ
ン
グ
、
ア
ン
パ
ロ
・
セ
ラ
ー
ノ
・
パ
ス
キ
ュ
ア
ル
（
高
木
郁
朗
・
麻
生
裕
子
［
訳
］（（
二
〇
〇
三
（『
ジ
ェ
ン
ダ
ー

主
流
化
と
雇
用
戦
略
―
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の
事
例
』
明
石
書
店
、
三
三
頁
。

（
（0
（　

中
田
瑞
穂
（
二
〇
一
一
（「
Ｅ
Ｕ
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等
政
策
と
国
内
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
パ
ラ
ダ
イ
ム
―
チ
ェ
コ
共
和
国
の
事
例
」、
日
本

比
較
政
治
学
会
編
『
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
比
較
政
治
学
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
一
〇
一
︲
一
三
三
頁
。

（
（（
（　

マ
ー
シ
ャ
ル
の
い
う
「
市
民
（
公
民
（
的
権
利
」
と
は
個
人
の
自
由
の
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
諸
権
利
の
こ
と
で
、
人
身
の
自
由
、

言
論
・
思
想
・
信
条
の
自
由
、
財
産
を
所
有
し
正
当
な
契
約
を
結
ぶ
権
利
、
裁
判
に
訴
え
る
権
利
を
さ
し
て
い
る
。「
政
治
的
権
利
」
と

は
議
会
へ
の
選
挙
権
や
被
選
挙
権
を
意
味
し
て
い
る
。「
社
会
的
権
利
」
と
は
経
済
的
福
祉
と
安
全
の
最
小
限
を
請
求
す
る
権
利
に
始
ま

り
、
広
範
囲
の
諸
権
利
を
意
味
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
教
育
シ
ス
テ
ム
と
社
会
的
サ
ー
ビ
ス
で
あ
る
。
Ｔ
・
Ｈ
・
マ
ー
シ
ャ
ル
、
ト
ム
・

ボ
ッ
ト
モ
ア
（
岩
崎
信
彦
・
中
村
健
吾
［
訳
］（（
一
九
九
三
（『
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
と
社
会
的
階
級
』
法
律
文
化
社
、
一
五
︲
一
六
頁
。

（
（2
（　

デ
レ
ッ
ク
・
ヒ
ー
タ
ー
（
田
中
俊
郎
・
関
根
政
美
［
訳
］（（
二
〇
〇
二
（『
市
民
権
と
は
何
か
』
岩
波
書
店
、
三
二
︲
四
〇
頁
。
例

え
ば
、
社
会
的
権
利
が
公
民
的
あ
る
い
は
政
治
的
権
利
に
先
ん
じ
た
例
と
し
て
、
ビ
ス
マ
ル
ク
時
代
の
ド
イ
ツ
や
、
一
九
四
五
年
以
降
の
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ソ
連
お
よ
び
東
欧
諸
国
が
挙
げ
ら
れ
る
。

（
（3
（　

ネ
ー
・
バ
ン
サ
ド
ン
（
池
田
節
雄
［
訳
］（（
一
九
八
三
（『
女
性
の
権
利
―
そ
の
歴
史
と
現
状
』、
白
水
社
文
庫
ク
セ
ジ
ュ
。

（
（（
（　Catherine A

chin, Sandrine Lévêque (2006) Fem
m

es en politique, Collection Repères, Paris: Editions de La D
écouverte, 

p.（2.

（
（（
（　

バ
ン
サ
ド
ン
（
一
九
八
三
（
七
八
︲
七
九
頁
。

（
（6
（　

バ
ン
サ
ド
ン
（
一
九
八
三
（
七
八
︲
七
九
頁
。

（
（（
（　

バ
ン
サ
ド
ン
（
一
九
八
三
（
七
六
頁
。

（
（8
（　A

chin, Lévêque (2006) p.（6.

（
（9
（　

バ
ン
サ
ド
ン
（
一
九
八
三
（
五
五
︲
五
六
頁
。

（
20
（　A

chin, Lévêque (2006) p.（（.

（
2（
（　

一
九
七
九
年
時
点
の
デ
ー
タ
。
バ
ン
サ
ド
ン
（
一
九
八
三
（
一
四
五
頁
。

（
22
（　D

écision n
o82-（（6 D

C du （8 novem
bre （982.

（
23
（　

糠
塚
（
二
〇
〇
五
（
五
六
︲
六
〇
頁
。

（
2（
（　

フ
ラ
ン
ソ
ワ
ー
ズ
・
ガ
ス
パ
ー
ル
、
ク
ロ
ー
ド
・
セ
ル
ヴ
ァ
ン
＝
シ
ュ
ラ
イ
バ
ー
、
ア
ン
ヌ
・
ル
＝
ガ
ル
（
一
九
九
二
（『
女
性
市

民
よ
、
権
力
の
座
へ
―
自
由
、
平
等
、
パ
リ
テ
』
が
公
刊
、
パ
リ
テ
の
思
想
が
広
ま
っ
た
。
一
九
九
六
年
に
は
ク
レ
ッ
ソ
ン
元
首
相
を
は

じ
め
女
性
閣
僚
経
験
者
に
よ
る
「
パ
リ
テ
を
求
め
る
一
〇
人
宣
言
」
が
発
表
さ
れ
、
女
性
議
員
比
率
を
三
分
の
一
に
す
る
義
務
的
ク
ォ
ー

タ
制
導
入
や
、
積
極
的
差
別
が
必
要
な
ら
ば
憲
法
改
正
を
求
め
る
と
い
っ
た
内
容
で
あ
る
。
糠
塚
（
二
〇
〇
四
（
一
二
一
︲
一
二
二
頁
。

（
2（
（　

ク
レ
ー
ル
・
ベ
ル
ナ
ー
ル
（
二
〇
一
三
（『
グ
ロ
ー
ブ
』
一
一
七
号
、
二
〇
一
三
年
八
月
一
八
日
付
、
一
〇
面
。

（
26
（　

糠
塚
（
二
〇
〇
五
（
八
五
頁
。

（
2（
（　

糠
塚
（
二
〇
〇
四
（
二
一
︲
一
二
二
頁
、
一
三
一
頁
。

（
28
（　

鈴
木
（
二
〇
〇
七
（。

（
29
（　Pierre Rosanvallon

の
議
論
に
つ
い
て
はA

chin, Lévêque (2006) pp.（8-（9

を
参
照
。

（
30
（　Geneviève Fraisse

の
議
論
に
つ
い
て
はA

chin, Lévêque (2006) pp.（8-（9
、
糠
塚
（
二
〇
〇
五
（
二
二
頁
を
参
照
。
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（
3（
（　Joan Scott

の
議
論
に
つ
い
てA

chin, Lévêque (2006) p.2（

参
照
。

（
32
（　

ド
ミ
ニ
ク
・
ル
ソ
ー
（
阿
部
智
洋
［
訳
］（（
二
〇
〇
七
（「
一
九
九
九
年
七
月
八
日
憲
法
改
正
―
抽
象
的
普
遍
主
義
か
ら
具
体
的
普

遍
主
義
へ
」、
川
人
・
山
元
［
編
］『
政
治
参
画
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
』
東
北
大
学
出
版
会
、
七
九
︲
九
二
頁
。

（
33
（　

ル
ソ
ー
（
二
〇
〇
七
（
八
七
頁
。

（
3（
（　

ル
ソ
ー
（
二
〇
〇
七
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